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12
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
５

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
を
定
め

る
こ
と
に
つ
い
て

　
　

各
地
域
で
市
が
所
有
す
る
集
会
施

設
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
管
理
を
行
う

に
は
、
地
域
住
民
の
理
解
が
一
番
の
近

道
と
考
え
る
が
。

　
　

合
併
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
扱
い

が
異
な
る
た
め
、
地
域
特
性
を
考
え
、

慎
重
に
調
整
を
行
っ
て
い
く
。

　
　
　

施
設
の
統
廃
合
に
つ
い
て
は
、

市
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
Ｐ
Ｆ
Ｉ
等
、

民
間
の
力
を
活
用
し
、
市
有
財
産
を
有

効
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
。

○
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正

　
　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
は
不
安

が
あ
り
、
急
い
で
施
行
す
る
理
由
が
わ

か
ら
な
い
。
施
行
を
急
ぐ
が
故
に
、
改

正
条
文
が
複
雑
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な

問
題
が
起
き
、
ど
ん
な
混
乱
が
あ
る
か

わ
か
ら
な
い
の
で
賛
成
で
き
な
い
。

　
　
　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
問
題
や
個
人
情

報
の
ス
キ
ミ
ン
グ
（
他
人
の
カ
ー
ド
情

報
を
不
正
に
抜
き
出
し
て
、
コ
ピ
ー
を

作
成
し
使
用
す
る
犯
罪
行
為
）
の
可
能

性
が
高
い
た
め
、
認
め
ら
れ
な
い
。

◆
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

　
　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

は
「
小
さ
く
産
ん
で
大
き
く
育
て
る
」

と
い
っ
た
感
じ
が
歴
然
と
し
て
、
そ
こ

に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

は
、
自
治
体
が
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を

万
全
に
し
て
も
、
中
間
サ
ー
バ
ー
が
狙

わ
れ
れ
ば
情
報
流
失
は
免
れ
ず
、
詐
欺

な
ど
の
被
害
を
拡
大
さ
せ
る
可
能
性
が

あ
り
本
議
案
に
反
対
す
る
。

○
以
上
２
件
は
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運

営
等
に
関
す
る
条
例

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
回
）

　
　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
の
集
会
所
建

設
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
、
対
象
町
会
、

補
助
の
基
準
と
公
会
堂
・
集
会
所
に
対

す
る
考
え
方
は
。

　
　

下
白
久
町
会
の
原
区
農
村
セ
ン

タ
ー
の
床
下
改
修
工
事
の
補
助
で
、
補

助
基
準
は
、
町
会
等
か
ら
要
望
さ
れ
た

30
万
円
以
上
の
事
業
に
対
し
、
４
分
の

１
を
補
助
す
る
制
度
で
財
政
課
と
協
議

し
補
正
予
算
案
に
計
上
し
て
い
る
。

　
　

集
会
所
等
は
市
の
施
設
と
地
域
で

持
っ
て
い
る
施
設
が
混
在
し
て
い
る
。

市
所
有
の
も
の
を
地
域
に
払
い
下
げ
る

等
行
え
ば
整
理
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

市
が
所
有
し
、
区
が
運
営
し
て
い

る
集
会
所
等
の
統
廃
合
の
検
討
も
必
要

で
あ
る
。
財
政
面
や
Ｆ
Ｍ
の
観
点
か
ら

も
、
管
理
を
地
域
に
一
任
す
る
考
え
も

当
然
で
て
く
る
が
、
Ｆ
Ｍ
推
進
課
と
協

議
し
な
が
ら
進
め
て
行
き
た
い
。

○
以
上
２
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

ま
ち
づ
く
り
委
員
会

ま
ち
づ
く
り
委
員
会

　

12
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
７

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
浦
山
フ
レ
ッ
シ
ュ
セ
ン
タ
ー
条
例
の

廃
止

　
　

建
物
等
の
今
後
の
利
活
用
方
法
に

つ
い
て
、
障
が
い
者
の
作
業
所
と
し
て

有
償
貸
付
を
検
討
し
て
い
る
と
の
こ
と

だ
が
、
建
物
の
改
修
費
、
修
繕
費
や
保

険
料
の
負
担
は
ど
う
す
る
の
か
。

　
　

作
業
所
と
し
て
使
用
す
る
た
め
の

改
修
費
用
や
、
そ
の
後
の
修
繕
費
用
、

保
険
料
は
、
貸
付
先
に
ご
負
担
い
た
だ

く
予
定
で
あ
る
。

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
回
）

　
　

市
役
所
構
内
に
あ
る
イ
チ
ョ
ウ
の

木
に
つ
い
て
、
市
役
所
等
建
設
工
事
に

伴
い
、
伐
採
す
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の

を
市
民
等
の
要
望
に
よ
り
、
移
植
す
る

こ
と
に
変
更
さ
れ
た
と
の
こ
と
だ
が
、

そ
の
費
用
は
新
た
に
予
算
措
置
す
る
も

の
か
。

　
　

予
定
し
て
い
た
伐
採
は
本
体
工
事

で
は
な
く
別
途
工
事
と
し
て
い
た
が
、

移
植
は
全
体
工
事
の
中
で
対
応
す
る
た

め
、
新
た
な
予
算
措
置
は
生
じ
な
い
。

　
　

国
道
１
４
０
号
と
秩
父
斎
場
を
結

ん
で
い
る
市
道
（
中
央
）
79
号
線
の
道

路
改
築
工
事
の
完
了
時
期
は
。

　
　

28
年
３
月
に
完
了
予
定
で
あ
る
。

◆
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
回
）

◆
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
３
回
）

◆
戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
２
回
）

◆
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
回
）

◆
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
２
回
）

　
　

企
業
債
返
還
金
の
増
額
補
正
で
あ

る
が
、
企
業
債
を
有
利
な
条
件
で
借
り

換
え
た
と
い
う
認
識
で
良
い
か
。

　
　

５
年
間
の
元
金
据
置
型
か
ら
元
金

据
置
な
し
へ
と
借
入
条
件
の
変
更
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
返
還
利
息
の
減
額
を

図
る
も
の
で
あ
る
。

〇
以
上
７
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

用
語
解
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

：

施
設
や
設
備
等
を
、
総
合
的
、
長
期
的

な
視
点
か
ら
、
最
も
効
率
的
、
効
果
的

な
状
態
で
活
用
し
て
い
く
こ
と
。

例
：
必
要
と
判
断
さ
れ
た
施
設
の
長
寿

命
化
を
含
め
た
適
正
管
理
、
不
要
と
判

断
さ
れ
た
施
設
の
統
廃
合
・
売
却
・
貸

出
な
ど

答 問

答 問

答 問

答 問答 問

意
見

答 問

意
見

意
見

意
見

意
見

答 問Ｆ
Ｍ（
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

Ｆ
Ｍ（
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
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文
教
福
祉
委
員
会

文
教
福
祉
委
員
会

　

12
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
６

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　

国
の
進
め
て
い
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
に
伴
う
改
正
を
含
む
も
の
で

あ
り
、
大
き
な
危
険
性
の
あ
る
制
度
で

あ
る
た
め
賛
成
で
き
な
い
。

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
回
）

　
　

地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
等
交

付
金
に
つ
い
て
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

備
等
の
整
備
に
対
す
る
補
助
と
の
説
明

が
あ
っ
た
。
今
回
の
補
助
で
整
備
を
予

定
し
て
い
る
場
所
、
ま
た
市
内
の
介
護

施
設
に
お
け
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
設

置
状
況
は
。

　
　

地
域
密
着
型
事
業
所
の
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
施
設
に
対
す
る
も
の

で
、
既
存
の
施
設
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
国
の
補

助
の
対
象
と
な
る
。
今
回
は
、
小
柱
に

あ
る
「
あ
お
ば
ホ
ー
ム
」
の
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設
置
に
対
し
、
補
助
を
行
う
予

定
で
あ
る
。
市
内
の
地
域
密
着
型
の
指

定
事
業
所
に
お
け
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

設
置
状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
の
事
業
所

に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
が
設
置
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
設
置
が
必
要
な
す
べ
て
の

事
業
所
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

学
校
給
食
調
理
・
洗
浄
業
務
委
託

料
の
債
務
負
担
行
為
額
の
積
算
根
拠
は
。

　
　

正
規
職
員
１
人
あ
た
り
年
間

５
２
０
万
円
の
３
人
分
、
パ
ー
ト
職
員

１
人
あ
た
り
年
間
１
２
０
万
円
の
８
人

分
の
３
年
間
と
し
て
積
算
し
た
。

　
　
　

学
校
給
食
の
民
間
委
託
に
対
し
、

給
食
の
質
の
低
下
に
対
す
る
不
安
が
あ

る
こ
と
、
事
業
者
の
従
業
員
に
対
し
、

調
理
に
つ
い
て
も
直
接
指
示
が
で
き
な

く
な
り
、
き
め
細
や
か
な
対
応
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
、
教
育
と
し
て
の
位
置

づ
け
が
薄
れ
食
育
と
い
う
面
で
マ
イ
ナ

ス
で
あ
る
こ
と
、
直
営
の
ま
ま
で
も
正

規
職
員
を
新
規
に
採
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
面
の
コ
ス
ト
は
安
く
抑
え
ら
れ

る
こ
と
、
ま
た
県
内
に
お
い
て
、
今
後

も
直
営
で
行
う
と
い
う
選
択
を
し
て
い

る
自
治
体
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
債
務
負

担
行
為
の
補
正
に
つ
い
て
反
対
す
る
。

　
　
　

民
間
業
者
で
も
緊
張
感
を
持
っ

て
行
っ
て
お
り
、
民
間
だ
か
ら
責
任
が

な
く
安
心
安
全
で
な
い
と
い
う
こ
と
は

な
い
と
考
え
、
賛
成
す
る
。

〇
以
上
２
件
は
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
回
）

◆
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
回
）

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
回
）

◆
市
立
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

１
回
）

〇
以
上
４
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

　

12
月
定
例
会
で
、
総
合
振
興
計
画
調

査
特
別
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
決
議

が
可
決
さ
れ
、
11
人
の
委
員
が
選
任
さ

れ
た
。

　

秩
父
市
で
は
総
合
振
興
計
画
を
議
会

の
重
要
な
議
決
事
件
と
定
め
て
お
り
、

市
議
会
と
し
て
も
、
市
の
将
来
に
係
る

計
画
を
慎
重
に
調
査
研
究
す
る
た
め
、

特
別
委
員
会
を
設
置
し
た
。

◎
決
議
内
容

１ 　

本
議
会
に
総
合
振
興
計
画
調
査
特

別
委
員
会
を
設
置
し
、
11
人
の
委
員

を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２ 　

議
会
は
、
特
別
委
員
会
に
対
し
、

本
市
に
お
け
る
総
合
的
か
つ
計
画
的

な
行
政
の
運
営
を
図
る
た
め
の
基
本

構
想
と
な
る
総
合
振
興
計
画
に
係
る

調
査
研
究
を
付
託
す
る
。

３ 　

特
別
委
員
会
は
、
議
会
の
閉
会
中

も
開
催
で
き
る
も
の
と
し
、
議
会
が

本
件
終
了
を
議
決
す
る
ま
で
継
続
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

〈
所
属
議
員
〉

　
　

委
員
長　

小
櫃　

市
郎

　
　

副
委
員
長　

木
村　

隆
彦

　
　

委　
　

員

　
　
　

江
田　

治
雄　
　

清
野　

和
彦

　
　
　

赤
岩　

秀
文　
　

黒
澤　

秀
之

　
　
　

大
久
保　

進　
　

落
合　

芳
樹

　
　
　

斎
藤　

捷
栄　
　

山
中　
　

進

　
　
　

五
野
上
茂
次

総
合
振
興
計
画
調
査
特
別

委
員
会
の
設
置

総合振興計画調査特別委員会の様子

　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ

い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
、
市
議
会
は
次

の
方
を
適
任
と
認
め
同
意
す
る
こ
と
に

決
定
し
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

　

金
田　

ま
さ
き
（
山
田
）

　

井
上　

ま
り
子
（
下
影
森
）

●
人
事
案
件

用
語
解
説

　
　
　
　
　
　
　

：
ま
ち
の
将
来
目
標

や
施
策
の
基
本
方
針
を
定
め
た
市
の
最

上
位
計
画
で
あ
り
、
市
が
策
定
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
計
画
の
基
本
と
な
る
も
の
。

意
見

問答 問 答

意
見

意
見

総
合
振
興
計
画

総
合
振
興
計
画


